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東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスについて

平成２８年６月２４日
広域系統整備委員会事務局

第１４回広域系統整備委員会
資料１
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■これまでの主な経緯

 第1回広域系統整備委員会（平成２７年４月２４日）
• 計画策定プロセスの進め方等のご議論

 第５回広域系統整備委員会（平成２７年９月１４日）
• 費用負担の考え方、特定負担額・一般負担額の試算のご議論
• 基本要件及び受益者の範囲（案）のご議論

 第８回広域系統整備委員会（平成２７年１２月１５日）
• 実施案等の公募要領案のご議論

 第９回～第１３回広域系統整備委員会（平成２７年１月２９日～平成２８年５月２７日）
• 短工期対策のご議論

 第１３回広域系統整備委員会（平成２８年５月２７日）
• 実施案の提案概要

I. 実施案及び事業実施主体の評価

II. 広域系統整備計画を進める上でのサポート等

III. 短工期対策の検討

■今回ご議論等いただきたい事項
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９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対策案の検討

受益者範囲の検討

実施案の検討

負担割合の検討

広域系統整備計画
取りまとめ・公表

広域系統整備委員会 　 　

評議員会

理事会

その他

平成２７年度 平成２８年度

◇9/29 基本要件

◆9/30 基本要件

★12/15

公募要領

★9/14

・基本要件

・実施案等の募集要否

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆12/15実施案等の募集

要領検討

☆実施案等の募集（～H28/5）

◇12/15検討状況報告

★実施案等

★費用負担割合（案）

評価

★広域系統整備

計画の決定

★2/22短工期対策

★5/27実施案プレゼン

短工期対策

◇実施案等、費用負担割合（案）

◆広域系統整備

計画の決定

☆広域系統整備

計画の公表

◆実施案等決定

◆費用負担割合（案）決定◆9/30 実施案等の募集要否

★11/20

公募要領（原案）

★10/16

電気供給事業者への要請文送付（ご報告）

◆10/14

電気供給事業者への要請（～11/24）

★1/29短工期対策

★4/25短工期対策

★検討状況報告

★検討状況報告

★検討状況報告

検討スケジュールと今回の位置づけ

今回
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Ⅰ．実施案及び事業実施主体の評価



5１．評価項目

 実施案及び事業実施主体について、業務規程第５８条第３項、送配電等業務指針第４６
条及び公募要領に基づき、以下の項目についての評価を実施した。

 なお、増強の完了時期、工事費については、次回委員会にて、コンサルティング会社か
らの報告を含めて評価を行う予定である。

送配電等業務指針の規定事項 評価項目

公募要領等への適合性 • 必要な増強容量の確保
• 増強の完了時期（次回委員会にて評価予定）
• 電力系統性能基準の充足性
• 法令又は政省令への適合性

経済性 • 工事費（次回委員会にて評価予定）

系統の安定性、対策の効果 • 運用容量増加以外の対策の効果について、特筆すべき事項
として「連系線２ルート化による東北・東京エリアの系統の安
定運用に資する効果」が実施案に記載されている。
→基本要件で「期待される効果」として記載していることから、
評価対象外

事業実現性、事業継続性 • 送電ルート等の妥当性、用地取得リスク、工事の難易度
• 流通設備の建設・維持・運用に関する経験、保守・運用の体
制等



6（参考）関連規程類

【送配電等業務指針】
（実施案及び事業実施主体の評価方法）
第４６条 本機関は、次の各号に掲げる評価項目について、実施案及び事業実施主体の評価を行う。
一 公募要領等への適合性 必要な増強容量の確保、増強の完了時期、電力系統性能基準（第６１条に定める。以
下同じ。）の充足性、法令又は政省令への適合性等

二 経済性 工事費、流通設備の維持・運用費用、送電損失等
三 系統の安定性 電力系統の運用に関する柔軟性の向上、事故発生時のリスク等
四 対策の効果 安定供給への寄与、電力取引の活性化、再生可能エネルギー電源の導入拡大等
五 事業実現性 事業者の流通設備の建設（用地取得を含む。）に関する経験、用地取得のリスク、工事の難易度
等

六 事業継続性 事業者の財務的健全性、事業者の流通設備の維持・運用に関する経験、保守・運用の体制等
七 その他実施案の妥当性を評価するにあたって必要な事項

【業務規程】
（実施案の募集及び決定）
第５８条 本機関は、広域系統整備の基本要件を踏まえ、設備の建設、維持及び運用の実施方策の案（以下
「実施案」という。）並びにこれを実施する事業者（以下「事業実施主体」という。）を募集する。
２ 前項にかかわらず、本機関は、既設設備の増強が適当であると認めた場合その他実施案の募集を行うことが
合理的でないと認めるときは、実施案の提出を求める会員を特定し、当該会員に対し、要件を示した上で実施案
の提出を求めることができる。
３ 本機関は、前各項に基づき提出された実施案について、広域系統整備委員会において、経済性、系統の安定性、
費用対効果、事業実現性、事業継続性等の観点から総合的に評価し、実施案及びその事業実施主体を決定する。



7２．東北電力株式会社から提出された実施案の提案概要
（１）対策工事の概要（１）

発電所

変電所

開閉所
500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

赤：新設

《工事費》
1,530億円

《所要工期および完了予定年月》

〔所要工期〕11年
（費用負担者との本広域系統整備計画に係る工事費の

契約手続き期間含まず）

〔完了予定年月〕 H39年11月予定
（H28年度中に費用負担者との工事費の契約手続き等

が終了し，H29年4月から着手可能なことが前提）

（基本要件）
⇔ 1,590億円程度

（基本要件）
⇔ 7～11年程度を目標

《対策後の東北→東京向け運用容量》

1,118万ｋＷ
（運用容量：現状573万ｋＷから545万ｋＷ増加）

（基本要件）
⇔ 1,120万ｋＷ以上

東京電力PG
南いわき（開）

東京電力PG
新いわき（開）

東京電力PG

福島幹線

山線

西仙台(変)

（仮）Ｍ開閉所 新地火力 等

南相馬（変）

西山形(変)

宮城(変)

新庄(変)

女川
原子力

新仙台
火力

（仮）Ｍ南幹線

（仮）Ｍ北幹線

相馬双葉幹接続変更

越後
開閉所

東京電力PG
新福島（変）

宮城中央(変)

青葉幹線

常磐幹線(北)

常磐幹線(南)

東京電力PG
川内線

新地火力線

注）東京電力PG：東京電力パワーグリッド株式会社



8２．東北電力株式会社から提出された実施案の提案概要
（１）対策工事の概要（２）

箇所 概要 （参考）基本要件

送電線

 500kV送電線新設
 新設開閉所～相馬双葉幹線№56鉄塔

2回線 亘長62km
（仮称）Ｍ南幹線

 宮城中央変電所～新設開閉所
2回線 亘長81km

（仮称）Ｍ北幹線
 相馬双葉幹線№54鉄塔

～福島幹線山線№10鉄塔
2回線 亘長15km

 新設開閉所への既設500kV送電線引込
 常磐幹線 4回線
 新地火力線 2回線

 500kV送電線新設
 南いわき開閉所近傍～新設開閉所

2回線 60km程度

 新設開閉所～宮城中央変電所
2回線 80km程度

 相馬双葉幹線接続変更点
～福島幹線

2回線 10km程度

開閉所

 500kV開閉所新設 （仮称）Ｍ開閉所
 常磐幹線新地火力線分岐周辺

500kV送電線引出10回線

 500kV開閉所新設
 常磐幹線分岐箇所周辺

500kV送電線引出口10回線

送電線
引出

 500kV送電線引出
 宮城中央変電所 2回線

 500kV送電線引出口増設
 宮城中央変電所 2回線

その他
設備

 調相設備整備
 給電システム改修
 系統安定化システム整備

 調相設備，系統安定化装置 他
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３．公募要領等への適合性
（１）必要な増強容量の確保

 提出された実施案の運用容量１，１１８万ｋW（５７３万ｋWから５４５万ｋWの増強）は、公募
要領において必要な増強容量を変更することを定めた但し書きに該当する下記の理由が
あるため、公募要領に適合しており、必要な増強容量が確保されていることを確認した。

✓ 運用容量が１，１２０万ｋＷ以上（５７０万ｋWから５５０万ｋW以上の増強）から変化し
ている理由は、基本要件決定後の応募取り下げ（４２２，８１０ｋＷ、６発電所）及び電
力取引希望量の減少（２７，２００ｋＷ、１発電所）等によるものであり、必要な運用容
量の但し書きで記載している「本連系線の利用を拡大しようとする電気供給事業者
の応募が取り下げられた場合など」に該当する。

【基本要件】
（必要な増強量）
平成３３年度以降の運用容量５７０万ｋＷから、５５０万ｋＷ以上の増強（１，１２０万ｋＷ以上）が必要である。

【実施案及び事業実施主体の公募要領】
（１．必要な運用容量）
本連系線の運用容量を５７０万ｋＷ（平成３３年度以降の運用容量）から、５５０万ｋＷ以上の増強（１１２０万ｋＷ以上）

が必要である。
但し、本連系線の利用を拡大しようとする電気供給事業者の応募が取り下げられた場合などにおいては、必要な増

強容量を変更する可能性がある。



10３．公募要領等への適合性
（２）増強の完了時期（工期）

 提出された実施案の工期（１１年）について、第１３回委員会で以下のご意見をいただいた。

（事業実施主体候補者のご意見）
 すべてが順調に進んだ場合が１１年であり、短くなることは無いと考えている。

 基本要件では７～１１年程度という工期であったが、工事実績７年は規模が３０ｋｍ
弱であり、今回の１６０ｋｍの工事規模とは異なる。

 今回建設する送電線は長距離であり、１人でも反対があると工期は延びてしまう可
能性がある。

（工期短縮に向けたご意見）
 工事が順調に進み、工期が早まるといった要素はないのか。

 １１年の工期は長いため、できるだけ工期を短縮できるよう今後も検討いただきたい。

（進捗状況の情報共有に関するご意見）

 送電線が避難指示区域を経過するため、今後の放射線量の調査結果によっては、
工期が延びる可能性がある。これは、従来には無かった状況である。

一方、電気供給事業者にとっては、工期が分からないというのは困る。工期に大きな
影響を及ぼす用地取得状況について、電気供給事業者に情報を適宜開示して欲し
い。従来とはかなり様相が違うため、送配電事業者と電気供給事業者の両社の負
担が小さくなるような情報開示について検討して欲しい。

 机上検討だけでは分からないことがたくさんある。進捗状況などを関係者間で密に
共有し、できる限りボトルネックを解消していくことが重要である。
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 提出された実施案の工期については、第１３回委員会にて多くのご意見を頂いたことか
ら、ご意見に対する考え方や、短期間で運開した送電線との差異などを整理し、次回委
員会において東北電力から追加でご説明頂く予定である。

 また、次回委員会では、コンサル会社からコスト等の検証結果をご報告頂く予定である。

 広域系統整備計画における工期設定については、これらとあわせて次回委員会にてご
議論いただきたい。

３．公募要領等への適合性
（２）増強の完了時期（工期）
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３．公募要領等への適合性
（３）電力系統性能基準の充足性

 実施案は、送配電等業務指針に定める電力系統性能基準を充足していることを確認した。

確認項目 判定 確認内容

熱容量 ○

送配電等業務指針第６３条第１項１号、第６４条第１項１号及び第６８条に基づく一般送配電
事業者が公表した流通設備の整備に関する詳細事項の基準を充足することを確認。
 設備健全時の潮流が連続容量を超過しない
 １回線故障時において、残回線が短時間連続容量以内、その他の送電線は連続容量以

内

電圧、
電圧安定性

○

送配電等業務指針第６３条第１項２号、第６４条第１項２号及び第６８条に基づく一般送配電
事業者が公表した流通設備の整備に関する詳細事項の基準を充足することを確認。
 設備健全時及び送電線１回線停止における電圧が、一般送配電事業者の定める範囲内

に維持

同期安定性 ○

送配電等業務指針第６３条第１項３号、第６４条第１項３号、第６６条及び第６８条に基づく一
般送配電事業者が公表した流通設備の整備に関する詳細事項の基準を充足することを確認。
 微小な擾乱に対し同期安定性を維持
 送電線２回線故障に対し、同期安定性を維持（電源制限を一部考慮）
 青葉幹線２回線故障時における同期安定性が、東北東京間連系線の運用容量１１１８万

ｋWの決定要因である

短絡等の
故障電流

○
送配電等業務指針第６５条及び第６８条に基づく一般送配電事業者が公表した流通設備の
整備に関する詳細事項の基準を充足することを確認。
 ３相短絡電流、１線地絡電流が、設備の定格遮断電流を超過しない
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３．公募要領等への適合性
（４）電力系統性能基準の充足性の確認例（熱容量）

 以下の電力系統性能基準を充足することを確認した。
 設備健全時の潮流が連続容量を超過しない
 １回線故障時において、残回線が短時間連続容量以内、その他の送電線は連続容
量以内

（単位：万ｋＷ）【対策後の予想潮流図（連系線潮流：1,１１８万ｋＷ） 】

線路名 連続容量
想定潮流

（１回線故障時）
判定

M北幹線
(SBTACSR530×4) ５０２万ｋW

２３２万ｋW
（１５１万ｋW）

○

M南幹線※

(SBTACSR780×4) ６３１万ｋW
６１２万ｋW
（４５５万ｋW）

○

相馬双葉幹線
(SBTACSR780×4) ６３１万ｋW

５０６万ｋW
（３７３万ｋW）

○

＞

＞

＞

※Ｍ南幹線の規模は、相馬双葉幹線２回線故障時の潮流1118万kWから選定
（500kV送電線の標準耐熱電線のSBTACSRの最大規模、相馬双葉幹線と同規模） 東京電力PG

南いわき（開）

東京電力PG
新いわき（開）

東京電力PG

福島幹線

山線

西仙台(変)

（仮）Ｍ開閉所 新地火力 等

南相馬（変）

西山形(変)

宮城(変)

新庄(変)

女川
原子力

新仙台
火力

（仮）Ｍ南幹線

（仮）Ｍ北幹線

相馬双葉幹接続変更

越後
開閉所

東京電力PG
新福島（変）

宮城中央(変)

青葉幹線

常磐幹線(北)

常磐幹線(南)

東京電力PG
川内線

新地火力線

331↓

226↓

232↓
↓263

612↓

↓392

240↓←367
←504

506→

←513
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３．公募要領等への適合性
（５）電力系統性能基準の充足性の確認例（同期安定性）

 下表により、電力系統性能基準を充足すること、及び運用容量の決定要因を確認した。
 送電線２回線故障に対し、運用容量１，１１８万ｋWで同期安定性を維持（電源制限
を一部考慮）

 青葉幹線２回線故障時における同期安定性が、東北東京間連系線の運用容量１１
１８万ｋWの決定要因である

連系線潮流※ １１３５万ｋW １１４０万ｋW

想
定
故
障

青葉幹線 ２回線故障（電源制限考慮） 安定 不安定

常磐幹線北側 ２回線故障 安定 安定

常磐幹線南側 ２回線故障 安定 安定

M北幹線 ２回線故障 安定 安定

相馬双葉幹線 ２回線故障 安定 安定

川内線 ２回線故障 安定 安定

※ 連系線潮流からフリンジ分１７万ｋWを減じたものが運用容量

不安定（脱調）
安定

時間

相
差
角

（同期安定性の安定・不安定の判別：イメージ図）
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３．公募要領等への適合性
（６）法令又は政省令への適合性

 実施案においては、関係する法令等を列挙し、遵守・準拠して計画を進めることが示さ
れており、法令又は政省令へ適合することを確認した。



16４．事業実現性、事業継続性

 事業実施主体候補者（東北電力）は、流通設備の建設に関する経験、維持・運用に関
する経験、保守・運用の体制について、一般送配電事業者として十分な経験があること、
保守・運用体制があることから、事業実現性、事業継続性の面で事業実施主体として問
題がない。

 送電ルート等については、以下の考え方により選定しており、妥当であることを確認した。

 Ｍ南幹線、相馬双葉幹線接続変更のルートは、帰還困難区域、人家等を回避した
合理的なルートを選定

 Ｍ北幹線のルートは、市街地、国定公園、高標高地等を回避した合理的なルートを
選定

 新設開閉所の地点は、既設５００ｋＶ送電線の引込工事の規模を縮小する観点から、
既設送電線の分岐地点周辺を選定

 用地取得リスク、工事の難易度については、第１３回広域系統整備委員会において東
北電力から報告されたとおりであり、注視しながら広域系統整備を進める必要がある。
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【送配電等業務指針】
（電力系統の性能に関する基準）

第６１条 一般送配電事業者は、流通設備の設備形成を行う場合は、供給支障及び発電支障の発生を抑制又は防止するた
め、電力系統が第６３条から第６５条に定める基準（以下「電力系統性能基準」という。）を充足するよう設備形成を行わなけれ
ばならない。

（電力系統性能基準への充足性の評価における前提条件）

第６２条 電力系統性能基準への充足性の評価は、流通設備の設備形成が完了した状態において、通常想定される範囲内で
評価結果が最も過酷になる電源構成、発電出力、需要、系統構成等を前提に、これを行う。

（設備健全時の基準）

第６３条 電力設備が健全に運用されている状態において、電力系統が充足すべき性能の基準は、次の各号に掲げるとおりと
する。
一 熱容量 各流通設備を流れる潮流が当該流通設備を連続して使用することができる熱的な容量を超過しないこと。
二 電圧 電力系統の電圧が次に掲げる観点から適正に維持されること。
ア 流通設備の電圧が一般送配電事業者の定める範囲内に維持されること。
イ 電圧安定性が維持されること。
三 同期安定性 電力系統に微小なじょう乱が加わった際に、発電機の同期運転の安定性が維持されること。

（参考）設備形成に係わる関連規程
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【送配電等業務指針】
（電力設備の単一故障発生時の基準）

第６４条 送配電線１回線、変圧器１台、発電機１台その他の電力設備の単一故障（以下、「Ｎ－１故障」という。）の発生時にお
いて、電力系統が充足すべき性能の基準は次の各号に掲げるとおりとする。
一 熱容量 電力系統からＮ－１故障の発生箇所が切り離された後の各流通設備の潮流が、短時間熱容量（流通設備に電
流が流れた際の当該設備の温度が、当該設備を短時間に限り使用することができる上限の温度となる潮流の値をいう。
以下同じ。）を超過しないこと。

二 電圧安定性 電力系統からＮ－１故障の発生箇所が切り離された後においても、電圧安定性が維持されること。
三 同期安定性 電力系統からＮ－１故障の発生箇所が切り離された後においても、発電機の同期運転の安定性が維持さ
れること。

２ 前項に掲げる性能を充足しない場合であっても、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合する場合には、当該性能を充足
しているものとして取り扱う。
一 供給支障が発生しない場合、又は、供給支障が発生する場合であっても、供給支障の社会的影響が限定的である場合
（１回線の配電線路から電気の供給を受ける需要場所において、当該配電線路のＮ－１故障により供給支障が発生する
場合を含む。）。

二 発電支障が発生しない場合、又は、発電支障が発生する場合であり、次に掲げる事項を満たすとき。
ア 当該発電支障による電力系統の電圧安定性、同期安定性及び周波数に対する影響が限定的であること。
イ 発電抑制（給電指令（第１８９条に定める。以下同じ。）により発電設備等の出力の抑制又は電力系統からの電気的な
切り離しが行われることをいう。以下同じ。）の対象となる発電設備等を維持・運用する電気供給事業者がＮ－１故障
時における発電抑制の実施に合意していること及び当該電気供給事業者が、当該同意に基づく給電指令に応じ、発
電抑制を実施することができる体制及び能力を有すること（保護継電器等により確実に発電抑制を実施できる場合を
含む。）。

ウ その他発電抑制を許容することによる電気の供給、公衆の保安等に対するリスクが大きくないこと。

（短絡等の故障発生時の基準）

第６５条 電力系統は、３相短絡故障時において、故障電流が各流通設備の許容量を超過してはならないものとする。但し、直
接接地方式の系統においては、１相地絡故障時においても、故障電流が各流通設備の許容量を超過してはならないものとす
る。

（参考）設備形成に係わる関連規程
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【送配電等業務指針】
（電力設備の２箇所同時喪失を伴う故障発生時の対策）

第６６条 本機関又は一般送配電事業者は、送配電線、変圧器、発電機その他の電力設備の２箇所同時喪失を伴う故障が発
生した場合において、当該故障に伴う供給支障及び発電支障の規模や電力系統の安定性に対する影響を考慮し、社会的影
響が大きいと懸念される場合には、これを軽減するための対策の実施について検討する。

（詳細事項の公表）

第６８条 一般送配電事業者は、第５４条から第６６条の考え方に基づき、流通設備の整備に関する詳細事項を定め、公表す
るものとする。

（参考）設備形成に係わる関連規程
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Ⅱ．広域系統整備計画を進める上でのサポート等



21１．事業実施主体候補者からの要望を受けた論点整理

 第１３回委員会における東北電力からの実施案のプレゼンテーションにおいて、広域系
統整備計画を進める上で、広域機関や広域系統整備委員会の積極的な関与・サポート
を要望された。

 また、第１３回委員会において、東北電力がプレゼンテーションで説明した事業実施主
体のリスクだけでなく、応募事業者（提起を含む、以下同様）側のリスクについても合わ
せて議論すべきとのご意見があった。

 東北電力と応募事業者との契約等の遅延は、事業実施主体と応募事業者に共通した
工事完了時期の遅延につながるリスクであるため、「応募電源者等との交渉に関わる
対応」（工事に伴う流通設備停止は除く）について、ご議論いただきたい。

 前記の契約等の遅延リスクへの対応に加えて、工事完了時期の遅延、工事費増加によ
る応募事業者側のリスクと対応策についてもご議論いただきたい。

 なお、広域系統整備計画を進める上で、東北電力から工事着手後の進捗等に応じたサ
ポート（第１３回委員会における東北電力プレゼンテーション資料P18「大震災、原子力
事故の被災地域特有の対応」等）が求められているが、これらのサポートは、工事進捗
に応じて適切な時期に検討することとしたい。
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２．事業実施主体と応募事業者等との交渉に関わる対応
（１）契約事項の整理

 応募事業者は、東北電力と託送供給等約款に基づき契約を締結することになる。一方
で、本広域系統整備計画においては、応募事業者が多数おり、一部の応募事業者との
契約遅延があった場合、全体の工事工程に影響を与えることから、以下の項目につい
て、契約の方向性を示すこととしてはどうか。

 工事費負担金の支払方法

 応募事業者が事業を取り止める・辞退する場合の対応

 工事費増加時の取り扱い

 契約の方向性は、送配電等業務指針のほか、一般送配電事業者である東北電力の託
送供給等約款、及び複数の電源により流通設備増強を共同負担する電源接続案件募
集プロセスを踏まえて示すこととしてはどうか。
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広域機関

東北電力（一般送配電事業者、事業実施主体） 特定負担の費用負担者
（提起・応募事業者）
１１社（１３発電所）

 特定負担の費用負担者（提起・応募事業者）は、託送供給等約款に基づき、東北電力に
振替供給申込みを行い、工事費負担金の契約を締結したうえで支払う。

 東京電力ＰＧは、東北電力が実施する工事に対して一般負担の費用負担者となる場合
には、東北電力と協定等を締結したうえで支払う。

 東北電力は、東京電力ＰＧが実施する工事に対し、特定負担者より受領した工事費負担
金および東北電力が一般負担者となる場合にはその負担分について、東京電力ＰＧと協
定等を締結したうえで支払う。

 なお、東北電力は、東京電力ＰＧが実施する工事も含め、定期的に進捗状況等を広域機
関へ報告し、広域機関は、必要に応じてコスト等の検証を行う。

工事費負担金の
契約締結・支払
（振替供給申込み）

東京電力ＰＧ（一般送配電事業者、他者設備所有者）

協定等の締結・支払
（東京電力ＰＧ施工分のみ）

【参考】広域系統整備計画決定後の工事費負担金の流れ[イメージ]

協定等の締結・支払
（東北電力施工分のみ）

負担割合の通知 進捗状況等報告負担割合の通知 負担割合の通知

進捗状況等報告
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２．事業実施主体と応募事業者等との交渉に関わる対応
（２）契約事項の方向性

（工事費負担金の支払方法）
 送配電等業務指針において、工事費負担金は、工事着手までに一括支払いを原則と
し、工事が長期にわたる場合には、支払い条件の変更について協議できることとして
いる。本広域系統整備計画は、長期にわたる工事であることから、一般送配電事業
者は、合理的な範囲で支払い条件に応じる必要がある。

 しかし、仮に倒産等による不払いが生じた場合、回収が困難であり、且つ、複数の応
募事業者がいる中で広域系統整備計画を中止することも適当でない。これにより、東
北電力の一般負担となり、東北エリアの需要家の負担につながらないよう、単に長期
にわたる工事であることだけをもって、支払い条件を変更することは適当でない。

 このため、工事費負担金の支払は、工事着手までに一括払いを原則とし、金融機関の
債務保証がある場合に限り、分割前払いを東北電力と協議できることとしてはどうか。

（応募事業者が事業を取り止める・辞退する場合の対応）
 広域系統整備計画決定以降、応募事業者が事業を取り止める・辞退する場合の広
域系統整備計画への影響を防ぐため、広域系統整備計画決定後速やかに、応募事
業者は東北電力と工事費負担金契約を締結し、事業を取り止める・辞退する場合で
あっても工事費負担金相当を負担いただくこととしてはどうか。

（工事費増加時の取り扱い）
 工事費増加時の取り扱いは、託送供給等約款に基づき、「工事完成後にすみやかに
精算」するものである。

 なお、業務規程第６３条に基づく広域系統整備計画の変更により、工事費に大幅な変
動が生じる場合には、工事費負担金契約の見直しが必要となる場合がある。



25【参考】送配電等業務指針 抜粋

【送配電等業務指針】
（電気供給事業者の募集及び応募等の手続）

第４０条 本機関は、広域系統整備の基本要件及び受益者の範囲の検討に際し、増強ニーズの探索、増強容量の検討その他
の目的から必要であると認める場合は、業務規程第５７条に基づき、検討提起者以外で、広域的な電力取引により、当該計
画策定プロセスの検討の対象となる流通設備の利用を拡大しようとする電気供給事業者を募集する。

２ ～省略～
３ ～省略～
４ ～省略～
５ 応募事業者は、本機関が業務規程第５９条に基づき受益者及び費用負担割合を決定するまでの間は、合理的な理由が認
められる場合に限り、次の各号に掲げる行為を行うことができる。
一 広域系統整備に関する応募の取下げ
二 応募者の地位の承継（但し、新たに応募者となる者が費用負担の意思を有することを明らかにするとともに、財務的能

力の評価に必要な資料を本機関に提出し、本機関が財務的能力を有すると判断した場合に限る。）
三 拡大を希望する広域的な電力取引の量の減少
四 電力取引の拡大を希望する時期の繰り延べ
五 その他本機関が計画策定プロセスに影響を与えないと判断した軽微な事項の変更

（工事費負担金契約の締結等）

第１０３条 系統連系希望者は、連系承諾後、速やかに、工事費負担金の額、工事費負担金の支払条件その他連系等に必要
な工事に関する必要事項を定めた契約（以下「工事費負担金契約」という。）を締結しなければならない。

２ 工事費負担金は、原則として、一般送配電事業者が連系等に必要な工事に着手するまでに、一括して支払うものとする。
但し、系統連系希望者は、連系等に必要な工事が長期にわたる場合には、一般送配電事業者に対し、支払条件の変更に
ついて協議を求めることができる。

３ 一般送配電事業者は、前項但書の協議の結果を踏まえ、合理的な範囲内で支払条件の変更に応じるものとする。



26【参考】託送供給等約款（東北電力株式会社）及び業務規程 抜粋

【業務規程】
（広域系統整備計画の変更）

第６３条 本機関は、用地事情、需要動向の変化その他やむを得ない事由が発生した場合において、広域系統整備計画を変
更することが合理的となったとき又は広域系統整備計画の実現が困難となったときは、広域系統整備委員会において検討
の上、広域系統整備計画を変更することができる。
２ 前項にかかわらず、広域系統整備計画の変更が軽微なものである場合には、本機関は、広域系統整備委員会の検討を経
ることなく、広域系統整備計画を変更することができる。但し、この場合、本機関は、広域系統整備計画の変更内容について、
広域系統整備委員会に報告する。
３ 本機関は、前各項に基づき、広域系統整備計画を変更した場合には、速やかに変更後の広域系統整備計画を公表すると
ともに、事業実施主体及び受益者に対し、広域系統整備計画の内容を通知する。

【託送供給等約款（東北電力）】
（69 工事費負担金の申受けおよび精算）

(1)当社は，工事費負担金を原則として工事着手前に契約者または発電契約者から申し受けます。
(2)工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものといたします。
ロ ～省略～ 67（会社間連系設備の工事費負担金），～省略～にもとづき算定される場合は，次に該当するとき。

(ｲ)低圧または高圧で受電または供給する場合 ～省略～
(ﾛ)特別高圧で受電または供給する場合 原則としてすべての場合

（70 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け）
(1)託送供給開始に至らないで接続供給契約または振替供給契約を廃止または変更される場合
供給設備の一部または全部を施設した後，契約者または需要者の都合によって託送供給の開始に至らないで接続供給
契約または振替供給契約を廃止または変更される場合は，当社は，要した費用の実費を契約者から申し受けます。なお，
実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を要したときは，その実費を契約者から申し
受けます。

(2)発電量調整供給開始に至らないで発電量調整供給契約を廃止または変更される場合
供給設備の一部または全部を施設した後，発電契約者または発電者の都合によって発電量調整供給の開始に至らない
で発電量調整供給契約を廃止または変更される場合等は，当社は，要した費用の実費を発電契約者から申し受けます。た
だし，発電契約者との間で電源接続案件募集プロセスにもとづき入札保証金および工事費負担金補償金等を定める場合
は，供給設備の工事を行なう前であっても，原則としてその金額を発電契約者から申し受けます。なお，実際に供給設備の
工事を行なわなかった場合であっても，測量監督等に費用を要したときは，その実費を発電契約者から申し受けます。



27３．応募事業者側のリスクと対応策

【工事完了時期の遅延リスク】

 東北電力の託送供給等約款に基づき、天候、用地交渉、停電交渉等の事情による
やむを得ない理由（東北電力の責めとなる理由を除く）による場合には、託送供給
等の開始日の変更に伴う損害の賠償は免責となる。

 一方で、事前の情報が無く、運開時期が変更された場合には、応募事業者は対応
が困難となってしまう。

（対応策）

 東北電力は、工期に影響する事象が顕在化した場合には、速やかに応募事業者
及び本機関へ情報提供することとし、応募事業者の予見性を高める。

【工事費増加のリスク】

 工事費負担金は，託送供給等約款に基づき、工事完成後に精算するものであるが、
この際に応募事業者は、追加の費用負担が必要となる場合がある。

（対応策）

 広域系統整備計画決定後、工事完了までの間に行うコスト等検証（フェーズ２）にお
いては、対外的に納得性の高い検証を行い、コスト低減を図るとともに、見通しを示
すことで、応募事業者の予見性を高める。



28（参考）託送供給等約款（東北電力株式会社） 抜粋

【11 託送供給等の開始】
(1) ～省略～
(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，あらかじめ定めた託送供給ま
たは発電量調整供給の開始日に託送供給または発電量調整供給ができないことが明らかになった場合には，
その理由を契約者または発電契約者にお知らせし，あらためて契約者または発電契約者と協議のうえ，託送供
給または発電量調整供給の開始日を定めて託送供給または発電量調整供給を開始いたします。

【47 損害賠償の免責】
(1) 11（託送供給等の開始）(2)によって託送供給または発電量調整供給の開始日を変更した場合，37（給電指令
の実施等）によって発電者の発電または需要者の電気の使用を制限し，もしくは中止した場合，または発電者の
発電設備に連系する当社の供給設備の事故により発電者の発電を制限し，もしくは中止した場合で，それが当
社の責めとならない理由によるものであるときには，当社は，契約者，発電契約者，発電者または需要者の受け
た損害について賠償の責めを負いません。

(2) ～（4） ～省略～
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p 16
工事を進める上での課題について

 本広域系統整備計画を進める上で，特に下記の２点に起因する課題やリ
スクが懸念される。これらに対応するためには，広域機関や広域系統整
備委員会の積極的な関与・サポートが必要と考えている。

① 応募電源者等との交渉に関わる対応

② 東日本大震災，福島第一原子力発電所事故の被災地域特有の対応

 なお，上記の特異的なリスクの他に，送電線工事等で一般的に生じうる
下記の課題・リスクについても留意が必要である。

【環境】

資材代・労務費等の変動，工事件名輻輳による施工力確保の困難化，既設設備の停止制約，ルート変
更等に伴う既設鉄塔の強度不足による追加工事，地質および土質調査による掘削数量の拡大などの対
策工事の追加やルート変更，巨レキの存在，電気所拡張に伴う防災調整池の拡張や地盤改良工事の追
加，調査結果により対策対象線路数が想定以上となる等の電磁誘導対策の規模拡大，過渡回復電圧解
析による既設電気所の遮断器の過渡回復電圧の能力不足に伴う既設遮断器取替等の対策の追加，送電
保守用の移動無線エリア確保のための移動無線前進基地局の追加，電磁界対策等の追加，大規模な自
然災害発生

希少動植物・希少猛禽類の生息，埋蔵文化財の包蔵，景観阻害や自然環境保護等を理由とした送電線
建設反対運動，騒音対策・落氷雪対策等の追加

【工事設計・運営等】

【参考】第１３回広域系統整備委員会資料１ 別紙(東北電力株式会社資料)抜粋



30【参考】第１３回広域系統整備委員会資料１ 別紙(東北電力株式会社資料)抜粋

p 17

仮設工事

鉄塔工事（基礎・組立）

架空線工事

電磁誘導調査・対策等

施工

６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目項　目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

調査測量

関係法令許認可等

立入・用地交渉，用地取得

設計・発注・製作

費
用
負
担
者
と
の
契
約
手
続
き
等

立入交渉 用地取得等

設計 発注製作

【①】複数の応募電源との契約手

続きや負担金支払い手続きが難航

し，工事開始が遅れる。

〔検討項目案〕

・応募電源との契約に関する
契約事項の整理

（負担金の支払い方法の明確化，
与信リスク管理 等）

【②】当社に責めがない事由の工

事費増に対し，応募電源が増加工

事費の支払いに応じない。

〔検討項目案〕

・工事費増の支払い指示などの
業務フローの明確化

・工事費増の支払いに関する
契約事項の整理

【③】工事を進めている中で応募

電源が事業をとりやめる・辞退す

る。

〔検討項目案〕

・事業撤退時の取扱いの明確化
（負担金返還要否等の取扱い）

【④】工事上，必要となる流通設

備停止に，既連系電源などの利害

関係者が応じない。

〔検討項目案〕

・工期遵守に向けた利害関係者
との停止調整

応募電源者等との交渉に関わる対応

工程イメージ

これらの扱いについて，広域系統整備委員会でご議論頂きたい。



31【参考】第１３回広域系統整備委員会資料１ 別紙(東北電力株式会社資料)抜粋

p 18

仮設工事

鉄塔工事（基礎・組立）

架空線工事

電磁誘導調査・対策等

施工

６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目項　目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

調査測量

関係法令許認可等

立入・用地交渉，用地取得

設計・発注・製作

費
用
負
担
者
と
の
契
約
手
続
き
等

立入交渉 用地取得等

設計 発注製作

大震災・原子力事故の被災地域特有の対応

【①】域外供給，特に東京エリア向けの電力取引拡大を目的とした送

電線建設について，地域から理解が得られないなど，合意形成過程や

用地取得が難航する。

〔要望〕重要送電設備等指定へのサポートはもちろんのこと，広域機

関から本広域系統整備の必要性や公益性について発信が必要。

【②】東日本大震災や福島第一原子力発電所事故の影響により，地権

者が行方不明であるなど，所在把握や相続手続きの実施等で時間を要

す。

〔要望〕最終的な手段として，土地収用法適用が必要。同法適用に関

する関係省庁への働きかけ等について，広域機関の積極的なサポート

が必要。

工程イメージ

重要送電線設備等指定や土地収用法適用に向けた事業認定手続き等について

広域機関・広域系統整備委員会から積極的に関与・サポート頂きたい。
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Ⅲ．短工期対策の検討



33１．短工期対策を希望される電気供給事業者・発電所の現状

 ６月１０日までに振替供給（短工期分）の検討依頼を提出した電気供給事業者、
発電所は、７社、８発電所 １３２万ｋＷ。

昨年度の希望確認時 今回

発電所数 １０発電所 ８発電所

希望する電力取引の量
２６０万ｋＷ １３２万ｋＷ

【短工期対策の希望状況】



34２．短工期対策のスケジュール
（１）短工期対策のスケジュール

時期 短工期対策スケジュール※

５月 5月18～27日：電気供給事業者と意見交換、振替供給（短工期分）検討依頼
の提出を周知
5月25日：東北電力へ短工期対策に係る振替供給検討の早期回答を依頼

６月
6月10日：振替供給（短工期分）検討申込提出締切

現在、東北電力にて、検討申込に対し検討中

７月 7月8日：短工期対策の入札開始
7月15日：振替供給（短工期分）検討回答速報

（東北電力よりの回答内容を速報）
７月中旬：振替供給（短工期分）検討回答

（本機関確認後の正式回答）

８月 8月５日：短工期対策の入札締切
8月下旬：短工期対策の落札候補者決定・通知

９月

１０月
（広域系統整備計画）

短工期対策落札者決定・通知

※ スケジュールは、応募の状況等により変更となる可能性がある。



35２．短工期対策のスケジュール
（２）短工期対策を利用する電気供給事業者の募集の流れ

実施ステップ・スケジュール 一般送配電事業者 広域機関 電気供給事業者

短工期対策の希望確認
（Ｈ２７年１１月頃）

短工期対策の検討
（Ｈ２８年１～４月）

接続検討
（Ｈ２８年５～７月）

入札受付
（Ｈ２８年７月）

開札及び系統連系順位・落
札候補者の決定
（Ｈ２８年８月）

広域系統整備計画決定
（Ｈ２８年１０月）

契約締結

短工期対策の検討
事業者選定方法の検討

接続検討依頼取りまとめ
（短工期対策）

回答とりまとめ
工事費負担金等ご確認

落札者決定

入札

短工期対策の希望確認

成立条件 短工期対策不成立

入札受付締切

費用負担割合決定

充足

非充足

開札
利用順位・落札候補者決定

短工期対策の希望意思

接続検討依頼
（短工期対策）接続検討

（短工期対策）

募集要領の公表、入札受付

利用順位等確認

費用負担割合同意

接続契約・工事費負担金契
約等の締結

通知

接続契約・工事費負
担金契約等の締結

回答

現在

工事着手



36３．短工期対策入札のポイント

【入札募集要領で明記した主な事項・考え方】

（１）応募資格

 恒久対策を前提とした対策であり、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスへの応募を
条件とする。

 空おさえとならないよう、発電所・系統アクセス設備の蓋然性を確認する。

（５）落札候補者の選定、 （６）落札者の決定

 入札負担金単価の高い順位とするが、短工期対策による運用容量を十分活用できるよう、容
量の限定、入札負担金単価が下位の電源の繰上げを考慮する。

（９）同期安定性向上のための非落札者電源の電源制限

 電源制限による遮断時間短縮のため電源制限は発電機単位とする。

 系統への影響を抑制するため、電源制限量・台数が小さくなる電源を選定する。

 実際に電源制限対象とならなかった非落札者は費用精算の対象としない。

 特記事項

 落札者が辞退すると、短工期対策の決定が遅れる可能性があるため、入札する電気供給事業
者には誠意ある対応を要請する。

【短工期対策に係る契約等】

 入札負担金から工事費負担金を差し引いた金額をプール（以下「プール金」という。）することを前
提に、落札者決定後、本機関及び落札者ほか関係者間で調整する。

【落札者が事業を取りやめる・辞退する場合の対応】

 落札者が契約締結後に辞退した場合は、工事費負担金を支払うこととしてはどうか。



37４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（１）応募資格

 以下を全ての事項を満たしている電気供給事業者が入札に応募できるとしてはどうか。

 東北東京間連系線計画策定プロセスに応募（提起を含む。以降同様）していること。

 「東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスに関する要請」（平成２７年１０月１４
日）に対し短工期対策の希望ありと回答していること。

 平成２８年６月１０日までに、本機関の指定した短工期対策に係る接続検討依頼を行
い、回答を受領していること。

 落札できない場合（応札後の短工期対策の辞退を含む）でも、計画策定プロセスに応
募している電源（以下「応募電源」という。）が電源制限の対象となること同意すること、
又は、応募電源の運用者から同電源が電源制限の対象となることについて同意を得
ていること。

※電源制限対象については効果の高い電源を対象とすべきとの意見もあるが、発電事業者から
の受容性は低く、短工期対策を短期間で取りまとめなければならないことから今回の短工期対
策に適用

 応募電源による短工期対策を利用した電力取引の蓋然性が認められること。

 短工期対策に係る費用負担の意思を有していること。



38４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（２）蓋然性の確認

 短工期対策を利用した当該電源からの電力取引の蓋然性は、以下を入札者に提出頂く
ことにより確認する。

 発電設備の系統アクセスに関する契約申込みの連系承諾書の写し等

 発電所建設計画及び進捗状況を示す資料
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短工期対策に必要な工事は以下のとおりであり、非落札者の電源制限に伴う通信設備費
は、落札者決定後でないと確定しない。

このため、第１３回委員会において、非落札者の電源制限に伴う通信設備費等は、入札
対象外とし、落札者の別途負担としていた。

この場合、入札者は入札額以上の負担となり、かつ落札者決定前に負担額を予見できな
い。

そこで、非落札者電源の電源制限に伴う通信設備等を入札対象工事に含め、現状の応
募状況から、対象を１カ所、工事費を８億円と仮定した工事費総額３２億円を目安として示
すこととしてはどうか。

なお、落札者の電源制限に伴う通信設備等は、落札者自身の電源に対する工事であり、
電源毎に工事費が異なるため、入札対象工事に含めず、別途落札者の負担とする。

４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（３）入札対象工事

項目 概要 概算工事費※

南相馬（変）
短絡容量対策

南相馬（変）２７５ｋＶ母線故障時には、機器の性能を超える故障電流が
流れるため、遮断器（３台）等を許容電流が大きな機器へ取り換える。 ６億円

電源制限装置 （制御装置）

・相馬双葉幹線２回線故障時に、いわき幹線の潮流が線路容量以下と
なるまで、電源を遮断する。

・常磐幹線、青葉幹線故障時に、同期安定性を維持できるよう電源を
遮断する。
（電源制限に伴う通信設備）
制御装置による指令を遮断される電源へ伝送する。

１５億円

３億円

２～８億円/発電所

落札者に関わらず必要

落札者により異なる



40４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（４）入札手続き、短工期対策の成立条件

 入札手続き

 下表の項目及び短工期対策による電力取引開始希望時期を提出する。

※１当該容量以下に限定した容量でしか落札者となれない場合には、非落札者となることを希望する容量
※２希望する事業者が入札募集する容量に比べて多いため、同一単価（上限単価）で入札する事業者が多数
でることを防ぐ

 短工期対策の成立条件

 落札者の入札負担金（入札負担金単価（税抜）×入札容量※）の合計が、入札対象工
事の工事費以上であること。

落札者の入札負担金（入札負担金単価（税抜）×入札容量※）の合計 ≧ 入札対象工事費（税抜）

※容量を限定して落札者となった者については、限定された容量とする。以下同様。

項目 最小単位 上限 下限

入札容量
（ｋＷ）

１ｋＷ 東北東京間連系線に係わ
る計画策定プロセスに応
募した容量

希望最低落札容量※１

（ｋＷ）

希望最低落札容量※１

（ｋＷ）
入札容量 なし

入札負担金単価
（円／ｋＷ）（税抜）

１円／ｋＷ なし※２ ６．４千円／ｋＷ
入札対象工事の工事費総額
を短工期対策による運用容量
拡大量で除した値



41４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（５）落札候補者の選定（８月目途）

発電者
入札単価
（千円/kW）

入札容量
（万kW）

希望最低落札
容量（万ｋW）

順位
付け

落札候補者選定

発電者A １７ ５ ３ １ 落札候補者（５万ｋＷ）

発電者B １５ １５ ５ ２ 落札候補者（１５万ｋＷ）

発電者C １２ ３５ ３２ ３ （最小希望容量に満たない）

発電者D １０ ５ ５ ４
順位付けを超えて落札候補
者とはしない。

発電者E ８ ２０ １０ ５

発電者F ７ １０ ５ ６

 開札後、以下により落札候補者を選定する。
① 短工期対策の利用順位は、入札負担金単価の高い順に決定する。

② 短工期対策の利用順位にしたがって、入札容量の東京エリアへの送電可否を判定し、送電可
となる利用順位までの入札者を短工期対策の落札候補者とする。但し、入札容量の一部のみ
送電可となる場合には、希望最低落札容量以上の容量で送電可となる場合には、送電可能な
最大の容量について、落札候補者とする。

③ 同一単価の入札者間の短工期対策の利用順位は、抽選により決定する。

④ ②で選定した落札候補者のみでは短工期対策の成立条件（落札者の入札負担金（入札負担金
単価（税抜）×入札容量※）の合計 ≧ 入札対象工事費）を満たさない場合、落札候補者無し
とする。

【イメージ：運用容量拡大量が５０万ｋWの場合】

他者の辞退等により落
札者となれない場合を
防ぐため、順位付けを
超えて落札候補者とは
しない。



42４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（６）落札者の決定（１０月目途）

発電者
入札単価
（千円/kW）

入札容量
（万kW）

希望最低落札
容量（万ｋW）

順位
付け

落札候補者選定時 落札者決定

発電者A １７ ５ ３ １ 落札候補者 落札者（５万ｋＷ）

発電者B １５ １５ ５ ２ 落札候補者 整備計画辞退⇒非落札者

発電者C １２ ３５ ３２ ３ 落札者（３５万ｋＷ）

発電者D １０ ５ ５ ４
費用負担に同意せず辞退⇒
非落札者

発電者E ８ ２０ １２ ５
非落札者
（最小希望容量に満たない）

発電者F ７ １５ ８ ６ 落札者（１０万ｋWに限定）

 広域系統整備計画の費用負担割合への同意とあわせて、以下により落札者を決定する。

① 落札候補者は、広域系統整備計画の費用負担割合の決定時に、同費用負担割合および短工
期対策の費用負担に同意した場合に、落札者となるものとする。

② 本計画策定プロセスの応募を取り下げた落札候補者および短工期対策の費用負担に同意しな
い落札候補者は、非落札者とする。

③ 下位の入札者を繰り上げて追加の落札候補者とする場合がある。

【イメージ：運用容量拡大量が５０万ｋWの場合】
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Ａ
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電源量
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10

【落札候補者の選定】 【落札者の決定】

発
電
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Ａ

発
電
者
Ｃ

発
電
者
Ｆ

単価
円/kW

電源量

15

10

入札対策工事費 入札対策工事費



44４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（７）落札候補者、落札者への通知

 開札後、応札者の順位を、落札候補者であるか否かとあわせて、広域系統整備計画の
費用負担割合決定に先立って応札者へ連絡する。

 開札の結果、短工期対策の成立条件を満たす見通しがない場合には、短工期対策を取
り止める。



45４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（８）落札者電源の電源制限

 落札者電源は、いわき幹線熱容量対策及び同期安定性向上のために、電源制限の対
象とする。

 電源制限は、必要な時期から実施する。このため、同期安定性向上のための電源制限
が短工期対策運開当初から必要になるとは限らない。

時間

落札者Ｇ１運開
短工期対策運開

落札者Ｇ２運開

Ｇ１のみが短工期対策を利用するため
同期安定性向上の対策不要

Ｇ１、Ｇ２が短工期対策を利用

するため、同期安定性向上対策
が必要

【発電所運開と短工期対策運開及び電源制限必要時期イメージ】

運開時期が異なる２者の電源が落札した場合には、最初の落札者電源の運開時期が短工期対策の運開時期となり、
２者目の落札者電源の運開時期に合わせて同期安定性向上のための電源制限が必要となる等の場合がある。

[電源制限対象]
いわき幹線熱容量対策：Ｇ１
同期安定性向上 ：対象無し

[電源制限対象]
いわき幹線熱容量対策：Ｇ１、Ｇ２
同期安定性向上 ：Ｇ１、Ｇ２

いわき幹線熱容量対策のための電源制限は、落札者運開後必ず必要



46４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（９）同期安定性向上のための非落札者電源の電源制限

 非落札者電源は、落札者電源のみでは常磐幹線Ｎ－２故障時や青葉幹線Ｎ－２故障時
の同期安定性が維持できない場合、電源制限の対象とすることがある。

 電源制限は発電機単位で実施する。

 電源制限対象とする電源は、同期安定性維持のために必要最小限の電源を、以下によ
り選定する。

① 電源制限対象とする電源は、系統への影響を最小限とするため、電源制限量が最
小となるよう選定する。

② ①により、電源制限量が最小となる電源の組み合わせが複数ある場合には、電源
制限される電源の台数が最小となる組み合わせを選定する。

③ ②が同一となる電源の組み合わせが複数ある場合には、同期安定性の向上効果
が高い組み合わせを選定する。

 電源制限は、必要な時期から実施する。このため、短工期対策の運開時期と電源制限
の開始時期は一致しない場合がある。

 入札者が短工期対策への応募電源からの供給先事業者であり、当該電源が電源制限
の対象とされた場合には、当該電源からの供給先が入札者以外に変更された場合で
あっても、当該電源が存続する限り電源制限対象となる。



47４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（１0）非落札者電源の電源制限に係る通信設備等の費用負担

 非落札者の電源制限に伴い必要となる工事費及び電源制限された場合の補償は、プー
ル金から支出する。

 落札者は、非落札者電源が電源制限された場合の補償のために、プール金のみでは費
用が不足する場合には、追加で負担する。

 落札者が複数である場合、前項による追加負担は、入札容量で按分した金額を負担す
る。



48４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（１１）落札者の権利

 落札者の権利は、以下のとおりとする。

 費用負担に応じた容量の範囲内において、短工期対策による空容量増加分を先行
的に容量登録できる。

 費用負担に応じた容量の範囲内において、契約認定（連系線同時建設電源）を受
け、混雑処理で抑制される順位を後位とできる。

 供給先未定の場合でも契約認定の対象となる。

 契約当事者（発電契約者または供給先）の変更があった場合でも契約認定の対象
となる。

 ただし、短工期対策に入札した電源の変更は認められない。
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費用負担者の受益として先
行的に容量登録できる前提
だが、ルール上に明確な記
載はない

＜変更前＞ ＜変更後＞

対象電源（既設含む）から供給される連系線希望計画は、当該連系線整備
に伴う空容量増加時に、先行的に容量登録を行うことを明確化（規程134
条３項）。

容
量
登
録

契
約
認
定

受給契約又は振替供給契
約の継続が契約認定の要
件のため、契約が締結で
きていない場合や契約当
事者を変更した場合は認
定対象外となる。

「契約が継続」との要件を削除し、連系線同時建設電源から供給される連
系線利用計画については、供給先が未定である場合や契約先の変更があっ
た場合でも契約認定の対象となることを明確化（指針210条3号）。
※計画策定プロセスの費用負担候補者においては、事業の譲渡や契約上の地位の承継
を行いたいとのニーズが見受けられ、対象電源から供給されていることのみを契約認
定の要件とする

※供給先が未定であっても、費用負担をした以上、混雑処理順位において、供給先を
確保した事業者と別異に取り扱うべき理由に乏しいことから、契約認定の対象とする

G1 L1

連系線利用者Ｂ
（小売電気事業者）発電契約者Ａ

G1 L1

連系線利用者Ｂ発電契約者Ｃ
○契約認定可
（発電契約者変更）

G1 L２

連系線利用者Ｄ発電契約者Ａ
○契約認定可
（供給先変更）

G２ L１

連系線利用者Ｂ発電契約者Ａ
×契約認定不可
（電源変更）

※契約形態が変更となった場合は対象外（従来）

○契約認定可
（契約（発需紐付け）が継続）

２．主な業務規程・送配電等業務指針変更点：連系線整備費用負担者の取扱い

 連系線整備費用の負担が行われた場合、公平性・透明性が確保される方法により希望
者を募集できること、費用負担が行われた対象電源から供給される連系線利用計画は、
当該連系線整備に伴う空容量増加時に先行的に容量登録できること及び供給先未定の
場合や契約当事者の変更があった場合でも契約認定（連系線同時建設電源）の対象と
なることを明確化する。（規程第134条第３項、指針第210条）

【参考】第１２回広域系統整備委員会資料１ 抜粋



50４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（１２）短工期対策を利用する電気供給事業者の募集の完了

 落札者の決定後、落札者は、東北電力の指定する期日までに、東北電力との間で工事
費負担金契約を締結する。

 短工期対策の成立条件が満たされない場合、短工期対策を取り止める。

 募集の完了後、短工期対策の成否や入札容量等を公表する。



51４．短工期対策の入札募集要領概要（案）
（１３）特記事項

 落札者とならなかった場合、東北東京間連系線計画策定プロセスへの応募を取り下げ
た場合等であっても、応募電源は電源制限対象となる。

 短工期対策の決定時に電源制限の対象とされた非落札者であっても、その後の系統状
況の変化等があって電源制限の対象から外された場合には、恒久対策の運開時に行わ
れる費用精算の対象とはならない。

 落札者が辞退すると、短工期対策の決定が遅れる可能性があるため、入札する電気供
給事業者には誠意ある対応を要請する。



52５．短工期対策に係る契約等
（１）契約等の課題

 工事負担金以外の入札負担金（プール金）は、金融機関へ委託して管理するなど、落札
者の倒産時にも、電源制限された非落札者は補償、残余金の配分ができる方法としては
どうか。

 プール金を金融機関へ委託する場合、広域機関がプール金の支払い指示等を行うこと
が一案として考えられる。

 上記については、落札者決定までに検討を進め、落札者決定後に広域機関及び落札者
ほか関係者間で調整することとしてはどうか。

 なお、落札者が１者であり、電源制限対象となる非落札者がいない場合に限っては、プー
ルとせず、全額落札者へ返金することとしてはどうか。



53５．短工期対策に係る契約等
（２）契約・残余金の処理イメージ（詳細は今後検討）

東北電力

第１位落札者

第２位落札者

最終位落札者

非落札者（電源制限対象）

託送契約、工事費
負担金契約

・・・

電源制限に係る
工事費負担金契約

プール主体

銀行等

口座

口座

口座

電源制限の情報

支払指示

・非落札者の電源制
限に係る工事費
・電源制限時の補償
・残余金の配分

残余金の預託

委託契約?

契約締結の範囲

銀行等

決済口座

落札者預託金口座

落札者口座

振替

振替

プール主体

東北電力

非落札者

支払指示

支払

工事費・補償
金等の支払

※プール主体をどこ
にするかは要検討

落札者



54５．短工期対策に係る契約等
（３）残余金の配分方法

 第１３回委員会にて、落札者の入札金額合計から工事費負担金、電制された非落札者へ
の補償を差し引いて残余金が生じた場合には、電源制限対象としてリスクテイクしたこと
を踏まえ、落札者及び電源制限の対象となった事業者へ配分することをご議論いただい
た。

 残余金が生じた場合の取り扱いは、以下のとおりとしてはどうか。
① 残余金の範囲内において、電源制限された落札者へ補償する。

② ①によってもなお残余金がある場合には、最も電源制限のリスクテイクに応じた負
担となる下表②案（容量×期間による按分）により配分する。

対応策 ①案：容量按分 ②案：容量×期間による按分 ③案：入札額按分

概要

・落札者の電源、及び非落札
者の電制対象となった電源
の容量の比率で、残余金を
配分する。

・落札者の電源及び非落札者
の電制対象となった電源の
容量×電源制限となった期
間の合算値に対する比率で、
残余金を配分する。

・落札者の電源、及び非落札
者の電制対象となった電源
の容量に、各電源の入札負
担金単価を乗じた値の比率
で、残余金を配分する。

得失

△電源制限のリスクテイクに
応じた負担となる。

○最も電源制限のリスクテイク
に応じた負担となる。

▲最も電源制限のリスクテイク
に応じない負担となる。

△落札者には、負担に応じて
残余金が配分される。



55２．短工期対策における入札金額の精算について

 第１２回委員会において、短工期対策によって拡大された容量は、希望された電気供給事業者全て
の希望量を満たせない場合の容量の配分方法は入札とし、入札金額上位者から配分することをご議
論いただいた。

 工事費の最終精算は、電源制限に係る費用及び除却工事費も含める必要があることから、短工期
対策の運開時ではなく恒久対策の運開時としてはどうか。

 入札成立後、電源制限に係る費用等により、落札者の入札金額合計で不足する場合には、落
札者が追加で負担することでどうか。

 最終の精算にて、落札者の入札金額合計から短工期対策に要する費用（含、電源制限に係る
費用及び除却工事費）を差し引いた残余額が生じた場合には、電源制限対象としてリスクテイ
クしたことを踏まえ、②案により、落札者及び電源制限の対象となった事業者へ配分することと
してはどうか。

対応策 ①案：負担金補正 ②案：電源制限対象事業者に配分
③案：恒久対策の費用負担割合に

反映

概要

・入札負担金単価を一律に低減（電
源接続案件募集プロセス同様）す
ることで、残余額が生じないよう補
正する。

・電源制限対象としてリスクテイクし
たことを踏まえ、落札者及び電源
制限対象者へ、残余額を配分する。

・本広域系統整備による受益を早期
に受けるための負担とし、恒久対
策の費用負担割合へ、残余額を反
映するよう定める。

得失

○落札者は、受益に応じた負担とな
る。

×一社のみが落札者となった場合、
工事費に対して極端な高額で入
札しても残余額は返金されるため、
十分な資金力があれば、入札金
額の持つ意味が薄く、事業者の
希望を適切に反映しているとは言
い難い。

▲落札者は短工期対策に要する費
用以上の負担となる可能性があ
る。

○短工期対策内で費用が完結する。

○残余額の処分方法として、リスク
テイクした電源制限対象者も含め
て配分することは、一定の合理性
がある。

▲落札者は短工期対策に要する費
用以上の負担となる可能性があ
る。

▲工事内容に重複の無い恒久対策
に費用を充てることとなる。

【参考】第１３回広域系統整備委員会
資料１ 抜粋



56

〔入札時〕 〔電源制限対象事業者に配分〕

:入札負担金単価 :入札負担金単価

:配分

非

落

札

者

Ｃ

(

電

源

制

限

対

象

)

非

落

札

者

Ｄ

(

電

源

制

限

非

対

象

)

非

落

札

者

Ｃ

(

電

源

制

限

対

象

)

非

落

札

者

Ｄ

(

電

源

制

限

非

対

象

)

落

札

者

Ａ

落

札

者

Ｂ

落

札

者

Ａ

落

札

者

Ｂ

単価
[円/kW]

連系電源量

[万kW]

入札対象工事費

単価
[円/kW]

連系電源量

[万kW]

入札対象工事費

【参考】②案による電源制限対象事業者に配分

 落札者と電源制限の対象となった非落札者へ、残余金を配分する。

落札者と電源制限の対象
となった非落札者へ、残
余金を配分する。

電源制限の対象とならなかった
非落札者は、残余金の配分には
含めない。電源制限対象は、

系統上の必要性
から選定

【参考】第１３回広域系統整備委員会資料１ 抜粋（一部追記）

• 入札対象工事費を超過した部分を
返金とした場合、一社が極端な高額
で入札して独占しても残余金は返金
されるため、一部を非落札者に配分
することで、極端な高額での入札を
防止する。

• 上限価格を設定することも考えられ
るが、希望する事業者が募集容量
に比べて多いため、同一単価（上限
単価）で入札する事業者が多数でる
ことを想定して、上限価格は設定し
ない。



57６．電源制限のリスク
（１）故障実績

 電源制限の対象故障は、常磐幹線（亘長１００．３２ｋｍ）、相馬双葉幹線（亘長２６．３３ｋ
ｍ） 、青葉幹線（亘長５６．８４ｋｍ）のルート断故障。

 過去１０年間の故障実績は以下のとおり。
 東北エリアの５００ｋＶ送電線のルート断故障実績は４回。

 常磐幹線のルート断故障は２回（いずれも同一日）。
（残り２回は５００ＫＶ十和田幹線のルート故障２回（いずれも同日）

 相馬双葉幹線、青葉幹線のルート断故障は発生していない。

年月日 時間 原因 事故

平成１９年１月７日
20:01

氷雪
500kV常磐幹線1号事故再閉路最終遮断

20:14 500kV常磐幹線2号事故再閉路

20:31 500kV常磐幹線2号事故再閉路
２回



58６．電源制限のリスク
（２）電源制限時の補償金

 電源制限が発生した時間から３０分毎２４時間分の実績のインバランス料金を適用して
算出

 20:46に電源制限が発生した場合のイメージ図

 例：定格出力１０万kWの電源が制限された場合
 インバランス単価を一律15円/kWh、出力は定格出力として試算

 １５円／kWh×１０万kW×２４時間＝３６００万円

・・・・・・・・・・・・・・・・

20:46電源制限

電源制限となった翌コマの２１時から翌日の２１時まで
定格出力で24時間運転したと仮定して補償金を算出
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Ⅳ．今後の予定



60Ⅳ．今後の予定

［第１５回 広域系統整備委員会（７月）］

実施案の評価

費用負担割合の検討

短工期対策の検討


